
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
百
五
号

台
湾
住
民
で
あ
る
戦
没
者
の
遺
族
等
に
対
す
る
弔
慰
金
等
に
関
す
る
法
律

（
こ
の
法
律
の
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
人
道
的
精
神
に
基
づ
き
、
台
湾
住
民
で
あ
る
戦
没
者
の
遺
族
等
に
対
す
る
弔
慰
金
等
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
弔
慰
金
又
は
見
舞
金
）

第
二
条
　
政
府
は
、
台
湾
住
民
で
あ
る
日
本
の
旧
軍
人
若
し
く
は
旧
軍
属
で
あ
つ
た
戦
没
者
等
の
遺
族
又
は
台
湾
住

民
で
あ
る
日
本
の
旧
軍
人
若
し
く
は
旧
軍
属
で
あ
つ
た
戦
傷
病
者
で
著
し
く
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の
若

し
く
は
そ
の
遺
族
に
対
す
る
弔
慰
金
又
は
見
舞
金
を
支
給
す
る
た
め
、
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
で
き
る
だ
け
速
や

か
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
三
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
ぜ
ら
れ
た
措
置
に
基
づ
き
、
日
本
赤
十
字
社
は
、
台
湾
に
あ
る
救
護
及
び

社
会
奉
仕
を
業
務
と
す
る
機
関
を
通
じ
て
同
項
の
弔
慰
金
又
は
見
舞
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
弔
慰
金
及
び
見
舞
金
の
支
給
に
関
す
る
取
決
め
）

第
四
条
　
日
本
赤
十
字
社
は
、
前
条
に
規
定
す
る
機
関
と
第
二
条
第
一
項
の
弔
慰
金
及
び
見
舞
金
の
支
給
に
関
す
る

取
決
め
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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